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条例制定の趣旨

国の行政機関には公文書管理法（以下「法」という。）が適用されており、主に次の３点が規定されています。

  一方で、地方公共団体に関しては個別項目について法の適用がなく、法第34条で「地方公共団体は、この法
律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう
努めなければならない。」と規定されています。

  本市においては、現在、公文書の管理は「公文書管理規則」「公文書管理規程」といった内規に基づき運用
していますが、規定に抽象的な部分があるほか、古い公文書の閲覧に関しては情報公開条例の附則で対応して
いたことから、法が定義する、歴史公文書を利用できる権利を保障する条例の制定を求める陳情が出され、令
和７年６月定例会において採択されたところです。

こうした状況を踏まえ、市及び市民の共有財産である公文書の適正な管理や、市政の重要事項に関わり、将
来にわたって本市の諸活動及び歴史を跡付け又は検証するうえで重要な公文書の適切な保存及び利用等を図る
ことにより、市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、本市の諸活動を現在及び将来の市民に
説明する責務が全うされるようにすることを目的に、新たに「（仮称）静岡市公文書等の管理に関する条例」
を制定し、条例制定後に関係規則等についても併せて改正を行うものです。

本条例には、主に次の内容を規定します。

①より適正な管理の実現に向け、公文書の作成や保存、移管、廃棄といった管理に関する規定を明確化します。

②市政の重要事項に関わり、将来にわたって本市の諸活動及び歴史を跡付け又は検証するうえで重要な公文
  書を「重要公文書」、重要公文書のうち保存期間満了後に市長へ引き継がれた文書を「特定重要公文書」
と定義し、誰でも特定重要公文書を利用できる権利を保障する旨を規定します。

③公文書の移管及び廃棄といった管理にあたっての調査審議や、利用決定等に係る審査請求があった際に諮
問に応じ調査審議する附属機関を新たに設置します。

①公文書の作成から保存、移管、廃棄といった、管理に関する規定
②保有する歴史公文書（歴史資料として重要な公文書等）について、国民が誰でも利用できる権利を保障する
規定

③公文書の移管及び廃棄といった管理にあたっての、外部有識者等の知見や助言等に関する規定
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審査会の委員が秘密を漏らした場
合は1年以下の拘禁刑又は50万円以
下の罰金

（仮称）静岡市公文書等の管理に関する条例 骨子案の全体像

第１章 総則（目的・定義等）

第２章 公文書の管理
（作成、整理、保存、廃棄等）

第３章 特定重要公文書の保存、利用等
（利用請求権、審査請求等）

第４章 静岡市公文書等管理審査会
（審査会の設置等）

第５章 雑則
（出資法人等の文書、研修等）

第６章 罰則

条例の構成 第１章 総則

本市の諸活動及び歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的資源
として、市民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、公文書等の管理に関する基本的事項を定めるこ
と等により、公文書等の適正な管理、特定重要公文書の適切な保存及び利用等を図り、もって市政が適正か
つ効率的に運営されるようにするとともに、本市の諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされ
るようにすることを目的とする。

目的

実施
機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営
企業管理者、消防長及び議会並びに本市が設立した地方独立行政法人

定義
市政の重要事項に関わり、将来にわたって本市の諸活動及び歴史を跡付け又は検証するうえで重要な公文書
を「重要公文書」と定義し、保存期間満了後は「特定重要公文書」として市長へ移管する。

第２章 公文書の管理

・実施機関の職員は、意思決定に
至る過程や事務及び事業の実績
を合理的に跡付け、検証するこ
とができるよう、文書を作成し
なければならない。

作成・取得

・密接に関連する文書をファイル
としてまとめ、分類、名称の付
与、保存期間等を設定

・保存期間満了時の措置（特定重
要公文書として市長へ移管又
は廃棄）をあらかじめ設定

整理

・適切な保存、集中管理
・公文書ファイル簿の作成、公表
・各実施機関で管理状況を点検
・点検結果を市長へ報告

保存

責務
実施機関の職員は、公文書等の適正な管理の重要性を認識し、この条例の定めるところに従い、その作成、
整理、保存等を行わなければならない。

・保存期間満了後、重要公文書は
市長へ移管し、その他の公文書
は廃棄する。

・廃棄する際は、公文書等管理審
査会の意見を聴かなければなら
ない。

移管又は廃棄

第３章 特定重要公文書の保存・利用等

・適切な保存 ・目録の作成、公表
・廃棄する際は審査会の意見を聴かなければならない。

保存

第６章 罰則

・何人も、市長に対して特定重要公文書の利用の請求
をすることができる（利用請求権）。

・何人も利用請求の権利を濫用してはならない。
・手数料は無料。写しを交付する場合、実費相当負担。

利用

・出資法人の文書の管理
・指定管理者の文書の管理
・職員に対する研修
・電子化の推進

第５章 雑則

市民等
（請求者）

市長

第４章 静岡市公文書等管理審査会

利用請求

利用決定

審査請求

裁決

第三者
（移管元実施機関）

意見照会

優れた識見を有する者 ５人以内設置

所掌 ・保存期間が満了した公文書の廃棄
についての調査審議

・特定重要公文書の廃棄についての
調査権限

・審査請求に対する調査権限

・その他公文書等の管理に関する
重要事項

諮問

答申

その他 ・関係する実施機関への調査権限
・審議手続等の非公開

附則 令和９年４月１日施行予定
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第１章 「総則」

本市の諸活動及び歴史的事実の記録である公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える市民共有の知的
資源として、市民が主体的に利用し得るもの

公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、公文書等の適正な管理、特定重要公文書の
適切な保存及び利用等を図り、もって市政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、本市の
諸活動を現在及び将来の市民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

〇条例制定の目的

〇条例の対象機関（実施機関）

「市の機関」（市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員

会、公営企業管理者、消防長及び議会）及び「市から独立した地方独立行政法人」

〇条例の対象文書

（１）公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真（これらを撮影したフィルムを含

む。）並びに電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保

有しているもの。ただし、次に掲げるものを除く。

・官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

・本市の図書館、博物館等において一般の利用に供することを目的として管理されているもの

・特定重要公文書

（２）特定重要公文書
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保存期間が満了した重要公文書（市政の重要事項に関わり、将来にわたって本市の諸活動及び歴史を

跡付け又は検証するうえで重要な公文書）で、各実施機関から市長へ移管されたもの

（例：市の廃置分合、境界変更及び行政区画に関するもの、総合計画の策定に関するものなど）



第１章 「総則」

現状では、最長の保存年限を「永年」としていますが、条例制定を機に「30年」に改めます。
ただし、重要公文書に該当する公文書については、保存期間満了後に市長へ移管し、「特定重要

公文書」として原則、永久に保存・管理します。

〇参考図 「公文書」「重要公文書」「特定重要公文書」

〇実施機関の職員の責務

実施機関の職員は、公文書等の適正な管理の重要性を認識し、この条例の定めるところに従い、
その作成、整理、保存等を行わなければならない。 5

現用文書
（執務室、文書庫で保管）

非現用文書
（保存期間が満了）

重要公文書(～30年)

その他公文書（１～30年）

特定重要公文書
（市長へ移管）

廃 棄

条例
施行後

現状 1年～30年・永年保存 廃 棄

公文書

情報公開条例に基づく
公開請求の対象

公文書管理条例に基づく
利用請求の対象



第２章 「公文書の管理」

〇公文書の作成

・実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務

及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものであ

る場合を除き、文書を作成しなければならない。

〇公文書の整理等

・実施機関は、相互に密接な関連を有する公文書を公文書ファイルにまとめ、分類し、名称を付すとと

もに、保存期間及び保存期間が満了する日を設定する。

・実施機関は、公文書ファイル等について、保存期間満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了し

たときの措置として、重要公文書に該当するものにあっては市長への移管の措置を、それ以外のものに

あっては廃棄の措置をとるべきことを定める。

〇公文書の保存

・実施機関は、公文書ファイルについて、当該公文書ファイルの保存期間が満了する日までの間、その内

容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切

な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存する。

・実施機関は、公文書ファイルの管理を適切に行うため公文書ファイル管理簿を作成し公表する。
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第２章 「公文書の管理」

〇公文書の移管・廃棄

・保存期間が満了した公文書ファイル等のうち、重要公文書に該当する場合は市長に移管し、その他の

公文書ファイルは、審査会の意見を聴いたうえで廃棄する。

〇管理状況の点検・報告

・実施機関は、毎年度、公文書の管理の状況を点検し、その概要を公表する。

〇公文書管理体制の整備

・実施機関は、公文書を適正に管理するために必要な体制を整備する。
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第３章 特定重要公文書の保存、利用等

〇特定重要公文書の保存

・特定重要公文書は、原則、永久に保存する。

・特定重要公文書は、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保
するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保
存する。

・特定重要公文書の分類、名称、移管をした実施機関の名称、移管を受けた時期等を記載した目録を作成
し、公表する。

〇特定重要公文書の利用請求・利用制限

・何人も、市長に対して特定重要公文書の利用の請求をすることができ、この請求があった場合は、個

人情報等の利用を制限する情報を除き、利用させなければならない。

・なお、利用制限の判断にあたっては、当該文書を作成・取得してからの時の経過を考慮する。

〇特定重要公文書の利用決定等の期限

・利用請求があった日から起算して30日以内にすることとし、事務処理上の困難その他正当な理由がある
ときは、30日以内に限り延長することができる。

・利用請求に係る特定重要公文書が著しく大量であるため、利用請求があった日から起算して60日以内に
その全てについて利用決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、
利用請求に係る特定重要公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決定等をし、残りの特定重
要公文書については相当の期間内に利用決定等をする。
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第３章 特定重要公文書の保存、利用等

〇利用方法・費用負担

・利用方法は、閲覧又は写しの交付の方法による。

・写しの交付により特定重要公文書を利用する者は、写しの交付に要する実費相当の費用を負担する。

〇利用の促進

・特定重要公文書について、積極的に一般の利用に供するよう努める。

〇廃棄

・特定重要公文書として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には、
あらかじめ、静岡市公文書等管理審査会の意見を聴いたうえで、当該文書を廃棄する。

〇保存及び利用の状況の公表

・特定重要公文書の保存及び利用の状況について、毎年度、その概要を公表する。

〇審査会への諮問

・利用決定等又は利用請求に係る不作為について、審査請求があったときは、市長は、静岡市公文書等
管理審査会に諮問をしなければならない。
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第４章 「静岡市公文書等管理審査会」

〇所掌事務

・保存期間が満了した公文書の廃棄についての調査審議（保存期間が１年未満の文書は除く）
・特定重要公文書の廃棄について調査審議
・特定重要公文書の利用に係る処分等についての審査請求に対する調査審議
・その他公文書等の管理に関する重要事項についての調査審議

〇設置

・委員は、公文書の管理に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

〇調査権限等

・その所掌事務を遂行するため必要があると認める場合には、関係する実施機関に対し、資料の提出、
意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
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第５章 「雑則」・第６章「罰則」

〇出資法人の文書の管理

・実施機関は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人でその所管に属するも
のの保有する文書が適正に管理されるよう、当該法人に対し必要な指導等の実施に努めるものとする。

〇指定管理者の文書の管理

・指定管理者は、本市が設置する公の施設の管理に関する文書を適正に管理するため必要な措置を講ずるよ
う努めるものとする。

・実施機関は、文書が適正に管理されるよう、指定管理者に対し必要な指導等の実施に努めなければならな
い。

〇研修

・市長は、実施機関の職員に対し、公文書等の管理を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習
得させ、及び向上させるために必要な研修を行う。

〇委任

・本条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

〇罰則

・審査会の委員は、その職を退いた後も職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。この規定に違反し秘
密を漏らした者は、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

〇電子化の推進

・実施機関の長は、本条例に規定する目的の達成に資するため、公文書等の電子化の推進に努めなければな
らない。
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